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3 　揮発油　・　灯油　・　軽油　・　アルコール類　その他の引火性液体

　　バス車内への持込を禁止するもの

1 　刀剣類

2 　火薬類

4 　100ｇを超過する　フィルム　・　セルロイド類

5 　黄りん　・　カーバイト　・　金属ナトリウム　・　マグネシウム粉　・　過酸化水素　・　過酸化ソーダ等

　発火性及び爆発性物質

8 　高圧ガス

6 　放射性物質等

7 　苛性ソーダ　・　硝酸　・　硫酸　・　塩酸　・　その他　腐食性物質

10 　５００ｇを超過するマッチ等

9 　クロル　・　ビクリン　・　メチル　・　クロライド　・　液体青酸　・　クロロホルム　・　ホルマリン等

　有毒ガスを発生する恐れのある物質

　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社　　フクユ

13 　動物　（身体障害者補助犬及び愛玩用の小動物を除く）

11 　電池　（乾電池を除く）

12 　死体

14 　バス車両の通路及び出入口を塞ぐ恐れのあるもの

15 　他の乗客の迷惑及び運行に支障となる恐れのあるもの

　一般乗合旅客自動車運送業



　　　　　バス車内での禁止行為

＊ 走行中に運転手にみだりに話しかける行為

＊ 物品等をみだりに車外へ投げる行為

＊ 自動車の操縦装置、制御装置、その他運転に必要な機械装置に手を触れる行為

＊ 走行中　乗降口の扉を開閉させる行為

＊ 一般の乗客に対して寄附若しくは物品の購買を求め　演説、勧誘又は物品を配布する行為

　一般乗合旅客自動車運送業

　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社　　フクユ

＊ 車内での喫煙行為　（発熱式・ブタシブ含む）

＊ 緊急時及び事故時等により乗務員の指示に反する行為

＊ 走行中の自動車に飛び乗り、飛び降りる行為

＊

＊ その他　一般公衆道徳等に反する行為

他の乗客に危害、迷惑を掛ける行為　若しくは運行に支障を及ぼすとみられる行為


